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 令和３年度は、「第６次大田区地域福祉活動計画」中間地点の

３年度目を迎えます。この１年余のコロナ禍により、私たちの暮

らしは大きく変わりました。収入が減少し、生活状況が著しく困

難な状況に置かれる方が、年齢・性別・国籍等を問わず増加して

います。 

 感染が終息する気配は見られません。引き続き再拡大への警戒

を怠りなく続け、状況の変化に柔軟に対応できる構えを維持しつ

つ、行政や東京都社会福祉協議会等関係機関・団体とも密に連携

しながら、当計画期間後半においてさらに着実に事業を進めてま

いります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度事業計画の基本的な考え方 

【コロナ禍対策】 生活福祉資金による特例貸付（東社協受託事業） 

 グラフは、昨年３月下旬から始まったコロナ禍対策による特例貸付の12か月間の推移です。当

初は７月末までの予定でしたが、感染拡大による影響で、たびたび期間が延長されています。ま

た、本年２月に貸付上限が引き上げられたことで、相談件数は前月の２．２倍となりました。 

現在、本年６月末で貸付申請を終了する旨の通知が発せられていますが、感染状況次第ですので

予断を許しません。また、来年３月からは償還も始まる予定であることから、債権管理業務が新た

に社協の業務として追加されます。 
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令和３年度における事業計画の主なポイントは、次のとおりです。 
 

 

１ 地域福祉をコーディネートする機能・取り組みを強化 

   これまで地域包括支援センターに置かれていた「地域ささえあい強化推進員」 

を当社協に迎え、社協の地域福祉コーディネーターと、より強力なチームワーク 

で地域の課題に取り組みます。 

 

２ 住民や専門機関等と連携した生活課題への取り組みを推進 

   特に、小学校低学年に焦点を当てて、不登校児童のための居場所づくり等を推 

進します。また、コロナ禍の中で需要が高まっている食料支援について、「食料 

配布の拠点(フードパントリー)」を広げ、地域の中に食料支援のネットワーク作 

りを進めます。 

 

３ 区民の地域活動の参加・取り組みを推進 

   自治会・町会の全面的なご協力のもとで行う「歳末たすけあい運動」を、より一 

  層強力に推進し、配分される地域福祉活動費を活用して、地域福祉活動団体等の 

育成や支援を推進します。 

 

４ 助けあいプラットフォームの推進 

   地域の中の生活課題について、住民や地域活動団体、企業、行政等が話し合い、 

  解決に向けて協力していく場（プラットフォーム）作りを推進します。 

 

５ 企業と連携したＣＳＲ(企業の社会貢献)の活性化 

   フードドライブ（未利用食品の寄付）等、社会貢献に取り組む企業の活動をサ 

ポートし、地域社会との橋渡しを進めます。 

 

６ 成年後見制度利用中核機関としての取り組み 

   区が策定した「成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、適切に成年後見制 

度が活用されるように、家庭裁判所への申し立ての支援や親族による後見業務を 

支援していきます。 

 

７ あんしんの「老いじたく」への取り組み 

   親なき後問題も含めて、それぞれの方の事情に適した「老いじたく」について 

支援していきます。 

 

８ 人材育成基本方針に基づき、地域福祉の専門職を養成 

   専門家の助言も得ながら計画的に職員を育成し、複合的な生活課題に適切に対 

応できる人材を養成します。 

 

 

令和３年度事業計画のポイント 
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第 ６ 次 大 田 区 

地域福祉活動計画

基 本 目 標  １ 
丸ごと支える支援の輪をつくります 

 

高齢や介護、障害、ひきこもり、就労、育児と仕事の両立等の問題が絡み合い、複合

化する課題を解決するため、地域福祉のコーディネーターが中心となって、福祉分野

間、あるいは世代間の垣根等を超えて「丸ごと」受け止め、地域づくりの視点に立ちな

がら支援の輪を作っていきます。 

 

１ 地域福祉をコーディネートする機能・取組みを強化 

 （１）地域福祉コーディネーターの育成強化 
    住民から寄せられる様々な相談に応じ、地域活動団体や専門機関との橋渡し 

や、地域のみなさんと協力して相談事の解決につなげる活動を行っていきます。 

また、そのような活動に必要な知識や技術を、研修と実践を積み重ねながら 

修得していきます。 

【地域福祉コーディネーターの役割】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  社会福祉法人池上長寿園、響会、白陽会では、区から、地域の高齢者等の生活 

 支援の体制を整備する事業を受託し、『地域ささえあい強化推進員』を地域包括 

 支援センターに配置していました。これを令和３年度から当社協に配置して、当 

 社協の地域福祉コーディネーターとお互いの専門性や実践を補完しあいチーム力 

を高めながら、様々な地域課題に取り組みます。  
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２ 住民や専門機関等と連携した生活課題への取り組みの推進 

（１）子どもの居場所づくり事業の拡充 
区が行う公的サービス・活動団体の活動の中で、特に小学生低学年の不登校 

児童のケアが必要とされている現状を踏まえ、区内のスクールソーシャルワー 

カー等と連携し、学習の支援や多様な生活経験の場等を提供します。 

令和３年度は、このような活動に関心のある他団体と協働して取り組む等、 

事業のさらなる拡充も視野に入れて進めてまいります。 

【事業のあらまし】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

（２）家庭・世帯をささえるフードパントリー事業 
コロナ禍による休業、失業のため、生活が困窮状態となる方が急増しました。こ 

のようなことから、当社協では常時食料支援を行い、本年度は延 800余の世帯に配

布いたしました。 

   令和３年度も引き続き食料支援を実施するとともに、他の社会福祉法人と連携 

して地域の中にも食料配布の拠点（フードパントリー）を広げ、サービスを利用 

しやすい地域の食料支援ネットワークを作ります。  

  

 

 

 
 

                   

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-NJYBvcQgjoo/XG4Gjs8Z0rI/AAAAAAABRrw/vQuaQE-vf6gDKpOJjOSPPEFJTDG9iMd4wCLcBGAs/s800/food_box.png
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第 ６ 次 大 田 区 

地域福祉活動計画

基 本 目 標  ２ 

思いがつながり活動が継続するよう

に取り組みます 

 

 地域の課題を「自らの課題として受け止め考えていく文化」を醸成し、一人ひとり

の思いが行動となり、問題解決の方法や経験が蓄積され、別の課題の解決に役立って

いく「循環」を作ります。 

 

１ 区民の地域活動の参加・取り組みを推進 

（１）歳末たすけあい運動の展開 
    共同募金は、社会福祉法の中で地域福祉の推進を図ることを目的とする旨が 

定められています。「住民が集めて住民が使う」という募金と助成金が、地域福 

祉活動に形を変えて地域の中で循環するしくみを目指します。 

 

 

 

   ○実施時期 令和３年 12月 

   ○主  催 東京都共同募金会 

   ○実  施 大田区社会福祉協議会 

   ○活動主体 各自治会・町会 

   ○協  賛 大田区 

         大田区自治会連合会 

         大田区民生委員児童委員 

協    議    会 

 

  ※ 昨年度に東京都共同募金会に納付した歳末たすけあい運動募金納付金が、令 

   和３年度地域福祉活動費として、大田社協に配分されます（総額28,010,007円）。 

 

（２）地域福祉活動団体支援事業の実施 
幅広く地域福祉活動に取り組む民間団体を支援するため、歳末たすけあい 

運動募金から配分される「地域福祉活動費」を活用して、相談助言や広報活動 

の支援、活動費の助成を行います。 

 

【助成の内容】 
①通年事業助成  年間通じた地域福祉活動の経費を助成 

②イベント助成  地域福祉の目的として開催するイベント経費を助成  

③トライアル助成  地域福祉の推進を目的とした団体を新たに立ち上げ 

るときの経費を助成 

    ※①と②は、上限１０万円、③は上限２０万円まで助成します。 

 

 

 

 

 

活動機会 

募  金 

育成支援 

募 金 目 標 額 37,744,000 円 
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（３）「つどいの場」運営支援事業の実施 
当社協は、日ごろ外出することが少なくなりがちな高齢者や障害者、子育て 

中の親子などが、気軽に仲間をつくり身近な地域で支えあうための交流の場を 

「つどいの場」と名づけ、そのような場の安定的な運営の支援と、すそ野の拡大 

に取り組みます。 

【支援の内容】 

①つどいの場の活動助成 

月１～３回の活動：３万円以内/年 

月４回以上の活動：５万円以内/年 

②つどいの場保険 

活動の場を安全に実施できるよう 

    に社協が行う補償制度があります。 

 

（４）地域の絆を広げる・絆サポーターの拡充 
大田区中に、人と人との絆の大切さを広げていく担い手の方々を「絆サポー 

ター」と名づけ、社協が提案する様々な活動に参加していただいています。 

令和３年度も、絆サポーターとささえあいの輪の拡大に取り組みます。 

 

【絆サポーターの様々な活動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）災害ボランティアセンターの強化 
区内で大規模な災害発生時に、被災者支援等を支える「災害ボランティアセ 

ンター」の円滑な運営に進めていくために、①災害ボランティア活動の啓発促 

進、②災害ボランティア登録者の増加、③同センター運営者のスキルアップ等、 

それぞれの主旨に応じた、多様な取組みを計画的に実施します。 

 

 

 

 

 

 

ほほえみごはんの絆サポーター 
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第 ６ 次 大 田 区 

地域福祉活動計画

基 本 目 標  ３ 

助けあい支えあいが実感できる地域

をつくります 

 

 様々な立場の住民が、地域の課題を共有し解決に向けていくためには、話し合いと

情報交換を行うことができる「場」が必要です。このような「場」を「助けあいプラッ

トフォーム」を名づけ、地域に広げていきます。 

 また、未来の地域共生社会の担い手を育成する福祉教育や、高齢者の社会参加をサ

ポートする活動も展開していきます。 

１ 助けあいプラットフォームの推進 
   プラットフォームは、地域住民、地域 

活動団体、行政、企業等が連携して、複 

雑化する地域の中の生活課題に取り組む 

ための話し合いの場であり、地域の状況 

に応じた様々な話し合いを通じたつなが 

りの場づくりを推進していきます。 

 

 

 

２ 未来の地域共生社会を担う住民の育成 

(１） 家ボラの推進 
    コロナ禍により、 

増加した在宅時間 

を活用して、自宅 

でできるボランテ 

ィア、「家ボラ」を 

提案しました。令 

和３年度は、これ 

を学校等での福祉 

教育にも取り入れ 

ていただき、活動 

の輪を広げます。 

 

(２） 子どもたちの生きる力を育む・れいんぼう事業 
ひとり親家庭の子ども達を対象に、『学ぶ』、『動く』、『食ベる』、『体験』を通

じて、生きる力の修得を目指す学習支援事業です。区内の社会福祉法人と連

携して、大森東・久が原地区の社会福祉法人施設で実施します。 

 

 

 

 

 

コロナ禍ではオンラインによる話しあいの場も導

入する等、工夫をした運営を行っています。 

あいちゃんの 

マスクプロジェクト 

手作り雑巾プロジェクト 

(東調布中学校にて) 
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３ 企業と連携しＣＳＲ（企業の社会貢献）の活性化 
（１）地域でのフードドライブ事業の推進 

一品からの寄付から始められる地域貢献活動でもあるフードドライブ（未利 

用食品の寄付）の活動が、活発になってきています。様々な取組みも地域で行わ 

れ、多くの食料が社協に届きました。 

大田社協は、常時、食料寄付を 

受けており、令和２年度は、年間 

1,700点、100 名を超す区民の方が 

来所されました。引き続き、食を 

通じた地域のささえあいの輪を広 

げます。 

 

 

 

 

（２）企業と区民とをつなぐ取組みの推進 
近年は、地域貢献活動を通じて、社会的責任を果たそうとする企業等が増え

てきています。令和２年度は、20 企業・団体から、食料を中心とした寄付等を

いただきました。 

    令和 3 年度においても、多様な方法で企業等の方々と協力して、ＣＳＲの活

性化を進めます。 

 

  【食料を届けてくださった企業の皆さん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 高齢者等の就労支援を推進します 
（１）無料職業紹介事業 

   大田区いきいきしごとステーションでは、概ね55歳以上 

の方を対象とした無料職業紹介や再就職セミナー、個別相 

談によるカウンセリング等を通じて、地域社会への参加を 

サポートしていきます。 

 

ザ・リバープレイス自治会(下丸子) 

フ ー ド ド ラ イ ブ イ ベ ン ト 

 

https://3.bp.blogspot.com/-tQEbuq77_6I/VufYUrII_yI/AAAAAAAA43Q/w-bsKi1OjjE95LcHRs8rJAOLNfFd23xKQ/s800/job_roudousya_old.png
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第 ６ 次 大 田 区 

地域福祉活動計画

基 本 目 標  ４ 

権利擁護の推進機関としての役割を

果たします 

 

 大田区成年後見制度利用促進基本計画に基づき、区と成年後見制度利用促進中核機

関として、成年後見制度の広報・普及啓発をはじめ、権利擁護支援のための検討会議

の運営や社会貢献型後見人（市民後見人）の養成、親族後見人等支援に取り組みます。 

 また、元気なときから将来への備えに取り組めるように、当社協と法律や金融、不

動産の専門家等とのネットワークを活かした相談支援体制を構築します。 

 

１ 成年後見制度利用促進中核機関としての取り組み（拡充） 
   成年後見制度利用を必要としている方に支援が届くよう、中核機関機能の充実

を図り、制度の周知啓発や関係機関、専門職等との地域連携ネットワークの充実

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）権利擁護支援検討会議の定着  
支援関係者が対応に悩むケースに対して、福祉・法律の専門職による中立的 

な立場から多角的な視点で助言します。また、成年後見人等が選任された後も 

必要に応じてモニタリングを行い、本人の権利擁護支援と後見人等のチームの 

サポートに取り組みます。 

（２）市民後見人の育成 
養成講習や実務実習を通じて、成年後見人として必要な知識や態度を修得し、 

   同じ地域に暮らす住民の目線で、本人に寄り添った支援を行うことのできる支 

援者の育成を目指します。 

（３）親族による後見等を支援 
親族による成年後見制度利用の申立てや、親族による後見業務等が適切に行わ 

れるように、継続的にサポートしていきます。また、親族後見人の交流会や勉強 

会等を開催し、情報交換や研鑽を積む機会を提供していきます。 

（４）成年後見制度利用促進ための周知啓発 
     様々な媒体を活用し制度を周知するとともに、「つどいの場（８ページ参照）」 

や地域団体等の勉強会へ、当社協職員を無料派遣する出前講座等による普及啓 

発に取り組みます。 

⚫ 様々な媒体を活用し
た制度の普及啓発 

⚫ 社会貢献型後見人養
成講習の実施 

親族の正しい制度理解へ
のアプローチと申立て時
から親族が後見人に就任
後も継続したサポート 

専門職による多角的
な視点で、本人の権
利擁護支援の必要性
や適切な支援内容等
について検討する場 

成年後見制度の周知啓発 
社会貢献型後見人の育成 

親族後見人へのサポート 権利擁護支援検討会議 

＜中核機関の機能＞ 
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２ 法人後見等権利擁護への取り組み 
（１） 地域福祉権利擁護事業の推進（東京都社会福祉協議会受託事業） 

     地域で安心して暮らせるよう、判断能力の低下等がみられる高齢者、軽度の 

知的障害者や精神障害者と、大田社協が委任契約を結んで福祉サービス利用や 

金銭管理等のアドバイスを行います。 

また、特約を結ぶことで、日常的な生活費等の払い戻しの代理や、重要な書 

類（契約書や預金証書等）の保管も行います。 
 

【サービス内容等】 

 利用料金(消費税非課税) 

福祉サービスの利用援助 ◇月額基本料金        1,000円 

◇１回の利用時間が１時間まで 1,000円 

(１時間を超える分は、30分までごとに 500円を加算) 預貯金払戻しサービス 

書類等預かりサービス ◇金融機関貸金庫代    月額 1,000円 

 

（２）福祉サービス利用支援事業の推進 
    

 

 

 

 

 

（３）法人後見・後見監督の推進 
    親族との関係が疎遠等の事情により、適切な後見人等を確保することが難し 

い場合、大田社協が受任するほか、社会貢献型後見人の後見監督人に社協が就任 

し、社会貢献型後見人が適切に業務を行うように監督します。 

 

３ あんしんの「老いじたく」への取り組み（新規・拡充） 
   当社協の弁護士等専門職団体や金融機関、関連団体との 

ネットワークを活かし、老いじたくの専門相談やセミナー 

を実施して、オーダーメードの老いじたくを支援します。 

（１）老いじたく相談とセミナー、専門相談会【新規】 
常設の老いじたく相談窓口のほか、必要な知識等に関 

するセミナーの開催と、相続、不動産管理等の問題への 

取り組み方に関する専門相談会も開催します。 

 

（２）親なき後 アウトリーチ相談会 【新規】 
親なき後への準備は親も子も切実です。相談会では、お子さんへの将来への 

備えに加え、親御さん自身の老いじたくにもアプローチし、当社協も一緒に考 

え、具体的な取組み方をサポートしていきます。 

 開 催 日 相 談 員 

法律問題一般相談 第１～４火曜日 弁 護 士 

成年後見専門相談 第 1,2,4 木曜日 司法書士 

公正証書であんしん 

生 活 相 談 
第 ３ 木 曜 日 公 証 人 

 

常時、窓口で成年後見制度や家

庭裁判所への申立て支援を含む相

談援助、その他福祉サービス利用

に関する相談に対応するほか、専

門家による無料相談を毎週実施し

ます。 
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経営基盤の強化 

へ の 取 り 組 み 

人材の計画的な育成と財政基盤の強

化に取り組みます 

 

１ 人材育成基本方針を基調に、地域福祉の専門職を養成 
   令和 2 年度から人材育成プロジェクトチームを設置し、専門家のアドバイスを

受けながら、研修体系の構築を進めてきました。 

   令和 3 年度は策定した研修体系に基づき、組織活動面と福祉専門職の両面から

人材育成を図ることを目標に研修等を実施いたします。また、実施した研修等の

課題を整理しながら、さらなる人材育成体制の充実を図ります。 

 
【研修の種類】 

①職員階層別研修 

<目標>階層別に求められる職員の知識やスキル等を身につける。 

②全体研修・福祉専門職研修 

<目標>法改正など、社協職員として、共通して知っておくべき内容や担当職

務ごとに求められる専門知識やスキルを身につける。 

③地域福祉コーディネーター研修 

<目標>重層的支援の中核となる地域福祉コーディネーターに関する専門知識

とスキルを身につける。  

④資格取得支援等 

<目標> 職員の自己研鑽や幅広い人材育成をサポートする。 

 

<研修体系イメージ図> 

 
    

新任職員

リーダー職員

監督職員

資
格
取
得
支
援
等

中堅職員

全
体
研
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・
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門
職
研
修

中堅職員研修（外部）

リーダー職員研修

監督職員研修

新任職員研修（外部）

新任職員研修
地
域
福
祉
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デ
ィ
ネ
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研
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中堅職員研修
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２ 社協会員の増強を図り、組織のすそ野を拡大 
    令和２年度から、個人会員を対象に「コンビニ払い」を導入し、納付方法の多 

様化を図りました。また、社協会員会費が寄附金として税額控除制度の適用が 

受けられるよう、租税特別措置法等に定められる「税額控除対象法人」として、 

大田区から認可を受けました。 

 このように新しい仕組みも活用しつつ、令和３年度は、各種事業を通じて、 

地域福祉活動団体や企業等に会員加入を働きかけます。併せて、広報紙やホー 

ムページ等も活用して、社協活動のＰＲと会員増強に努めてまいります。 

 

 
令和３年度目標 令和２年度実績 

会員数 会費額 会員数 会費額 

個 人 正 会 員 2,700 3,500,000 円 2,371 3,117,000 円 

個人特別会員 30 300,000 円 22 262,000 円 

団体賛助会員 100 300,000 円 82 248,000 円 

団体特別会員 210 2,100,000 円 164 2,020,000 円 

施 設 会 員 100 300,000 円 52 209,000 円 

合 計 3,140 6,500,000 円 2,691 5,856,000 円 

（令和 3年 3月 12日現在） 

    

 

＜税額控除制度の対象について＞ 

所得税、法人税、住民税（大田区）において、それぞれ定められている条件を満たす 

ことで、税制上の優遇措置を受けることができます。なお、税制上の優遇措置を受ける 

には、確定申告が必要です。 

【所得税】  

個人の方が、確定申告の際に、税額控除と所得控除のうち、いずれか有利な方を選択 

することができます。 

（１）税額控除による計算方法  

（年間の寄附金合計－２，０００円）×４０％＝ 税額控除額 

（２）所得控除による計算方法  

年間の寄附金合計－２，０００円＝ 所得控除額 

 

【住民税】  

   1月 1日現在、大田区にお住まいの方が、前年 1年間に大田区社会福祉協議会に社協 

会費の納入や寄附をした場合は、地方税法上の寄附金税額控除を受けることができます。 

  寄付金控除額＝（年間の寄附金合計－2,000円）×10％（特別区民税 6％、都民税 4％） 

◆年間の寄附金合計は、年間所得の 30％が限度となります。 

 

 

本来の課税額から差し引

くことができます。 

税額を計算する際の総所得

金額から、差し引くことが

できます。 



15 

 

３ 法人運営資金財源の多様化と収益性の拡大 
    現代社会においては、社会福祉協議会もまた社会福祉法人として担う責任の 

ほか、地域社会の中で事業を営む団体として、地域住民や取引先、職員等利害 

関係者との強い信頼関係の醸成に努めていかなければなりません。 

これらの要素も含めた意味での「経営基盤の強化」を進めるため、会費や寄

附金に加えて、自動販売機の設置や広告料収入等にも取り組み財源の多様化を

進め、事業環境の変化に適切に対応できる組織作りを進めます。 

 

 （１）地域貢献型自動販売機の設置 
    所有する敷地の一角（1ｍ四方）を無償 

   でお借りし、当社協と提携した飲料会社 

が飲料水の自動販売機を設置します。そ 

して、自販機の売上から土地提供者への 

電気代等諸経費を差し引いた額が、当社 

協の収入となります。 

    令和 2年秋、ＪＡ健康長寿倶楽部様（ 

   仲池上１-24-26)のご協力を得て、第１号 

   機を設置しました。  

    既存の機械の入替え、従業員の福利厚 

    生等様々な場面で、地域貢献型自動販売 

   機を活用いただけるように、社協だより 

   等広報媒体や各種会合の場でＰＲ活動を 

   展開します。 

 

(２)緊急通報サービス紹介事業の推進 
    緊急通報サービスの利用を希望する方に、当社協が契約する警備会社を紹介 

   しています。利用希望者と警備会社の間で利用契約が締結されたときは、「紹介 

料」が会社から当社協に支払われます。 

    

（３）広告料収入の拡大 
 年間を通して、社協だよりやホームページへの広告掲載者を募集します。 

    《掲載価格の例》 

     社協だより(タブロイド判 ４ページ 65ｍｍ×81ｍｍ) 

      ○２面・３面  １回につき\22,000- 

      ○４面          １回につき\33,000- 

 

 

 

   配達された封書から切手を切り離し、段ボールに箱詰めして古物商に売却 

（一般的な大きさの段ボール１箱で 600円前後）し、現金化する活動も続け 

ています。売却益は、ひとり親家庭支援のため購入する白米１トンの購入費 

用に充当しています。    

              担 当  おおた地域共生ボランティアセンター 

 

使用済み切手の収集 


